
〇東京都地方卸売市場管理衛生費補助金実施要領 

 

平成２８年３月３１日 

２７中事業第８５６号 

 

 

東京都地方卸売市場管理衛生費補助金については、東京都補助金等交付規則（昭和３７

年東京都規則第１４１号）及び東京都地方卸売市場管理衛生費補助金交付要綱（平成１０

年２月１６日付９中経業第５５２号、以下「要綱」という。）のほか、この要領によるもの

とする。 

 

（目的） 

第１ この要領は、要綱に基づいて実施する管理衛生費補助事業の運用に関し、必要な事

項を定め、その事業の効果的かつ円滑な推進を図ることを目的とする。 

（補助金の交付対象） 

第２ 要綱第４に規定する補助金交付の対象は、地方卸売市場の市場内において卸売業務

に伴い生じた事業系一般廃棄物とし、卸売業務に無関係な廃棄物、粗大ゴミ及び産業

廃棄物は対象外とする。 

（消費税等の取扱い） 

第３ 要綱第４に規定する経費は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。 

（補助対象期間） 

第４ 要綱第４に規定する補助事業の交付対象とする期間は、毎年３月からその翌年２月

末までの期間とする。 

（補助金額の端数処理） 

第５ 要綱第５に規定する補助金の額に、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨

てるものとする。 

（状況報告） 

第６ 要綱第１に規定する開設者（以下「補助事業者」という。）は、知事の要求があった

時は、補助事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を知事に報告しなければ

ならない。 

（実績報告） 

第７ 補助事業者は、要綱第１３に規定する実績報告書に、事業系一般廃棄物を処理した

数量及び経費を記載した書類を添付し、補助事業の経費明細が明確になるようにしな

ければならない。 

２ 知事は、補助金の額を確定するために必要と認められる場合は、補助事業者に対し、

その他必要な書類の提出を求めることができる。 

 

附則 

   この要領は、平成２８年４月１日から施行する。 

 


